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差替 Q 見積金額が出たのですが、妥当な金額かどうか判断できません。  

Ａ 現在は施工業者が足りない状態です。職人も不足していますので災害前より高くなっています。
できれば、もう１社比較のため見積りを取られることをお勧めします。 

  契約時、先にお金を全額要求してくるような業者には気を付けましょう。トラブルになるケース

が報告されています。 

Q 応急修理業者は指定業者から選択しなければいけないのですか？  

Ａ 応急修理登録業者リスト以外の業者に施工してもらうことは可能です。家を建てた業者や大工さ
んに施工してもらうことができます。応急修理の対象等、制度の内容を説明させていただく必要

があるので、手配された業者の方に受付窓口に来ていただくようお願いしてください。 

Q ハウスメーカーで建てた住宅はどうしたらよいですか？ 

Ａ ハウスメーカーによっては独自の構造型式認定を取得し、建てられているものがあります。 
それを確認してください。この場合はメーカーにお願いしてください。 

在来軸組工法で建てられている住宅であれば地元の工務店でも対応可能です。 
 

（3）公費解体・公的支援制度・手続きについて 

Q 罹災証明で全壊判定でした。公的支援金が受けられるか教えてほしい。  

Ａ 修理して住み続ける場合は、応急修理費用として上限65.570.6万円が出ます（R5.4時点）。この
場合は、原則として、仮設住宅には入居できません。(入居できる場合もあります)解体して新築

する場合は、公費解体の上、被災者生活再建支援制度で最大300万円の支援が受けられます。詳

しいことは自治体にお尋ねください 

  融資制度としては、高齢者向け住宅ローン（リバースモゲージ）などもありますので、金融機関

にお尋ねください。 

  また、住宅支援機構に低利の融資制度がありますのでお尋ねください。 

Q 全壊判定を受けたので、公費解体を申請したい。  

Ａ 公費解体は、自治体が受け付けています。ただ、基礎、カーポートやブロック塀、固定されてな
い物置などは対象外になります。自治体に確認してください。 

  また、申請の期限がありますのでそれも確認してください。 

Q 住宅は全壊判定を受けた。住んでいない住宅でも公費解体が申請できるのか知りたい。  

Ａ 基本的には、その住宅に居住してないと公費解体の申請はできません。ただ、入院や施設への入
所などで一時的に住んでない場合、住民票がそこにあれば対象になります。 

  自治体に確認してください。（原則、空き家は公費解体、応急修理制度の対象にはなりません。） 

 

 

【資料Ｂ】 
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差替 Q 解体費用について知りたい。  

Ａ 解体には、公費解体と自費解体があります。半壊以上の建物が対象になります。 
公費解体は持ち主に代わって自治体が解体業者と契約を結び解体する制度です。自費解体は、持

ち主か解体業者と契約して解体を行い、解体費用は自治体から助成を受ける制度です。この

場合基準単価が決まっていますので基準額を超える助成を受けることはできません。基準額に

ついては自治体にお聞きください。 

Q 住宅を建て替えた場合の支援制度について知りたい。 

Ａ 被災者生活再建支援制度があります。例えば全壊判定または解体世帯で複数世帯の場合、基礎支
援金100万円、加算支援金200万円、合計300万円の支援が受けられます。 

  罹災の程度、世帯構成等によって支援金は変わりますので、自治体窓口にお尋ねください。 

Q 住宅の応急修理制度は「半壊」「大規模半壊」認定でなければ利用できないのですか？  

Ａ 住宅の応急修理制度は「準半壊」「半壊」「大規模半壊」の被害認定を受けた住家が対象と 
なっていますが、「全壊」の認定を受けた住家についても、修理により居住が可能となる 

場合は対象となりえますので、市区町村にご相談ください。なお、「一部損壊」の認定を受 

けた住家は対象となりません。 

Q 応急修理限度額を超える住宅修理見積金額(100万円)の場合の申し込みはどうなりますか？ 

Ａ 被災者負担分と、応急修理分修理見積書を作成し、各市区町村窓口に提出してください。 
基準額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、申請者と業者で別途契約 

をしていただく必要があります。 

修理総額100.0万円の場合 

[1]応急修理 65.570.6万円以内（応急修理の対象外金額が多い場合は満額にはなりません。） 

[2]自己負担 34.529.4万円以上 

Q 半壊・大規模半壊の場合の「①修繕」か「②解体」か、で被災者生活再建支援金はどうなる？ 

Ａ ①修繕の場合（R5.4時点）【※1大規模半壊】【※2半壊】 
【大規模半壊】[基礎支援金]※基150万円＋[応急修理制度]65.570.6万円＋[加算支援金]修理※加1100  

【半壊】   [基礎支援金]※基 2受給無＋[応急修理制度]65.570.6万円＋[加算支援金]修理※加2500万円 

（「基礎支援金」※基 1大規模半壊の場合50万円、中規模半壊の場合0万円、※基2半壊の場合0万円） 

（「加算支援金」※加 1大規模半壊の場合100万円、中規模半壊の場合50万円、※加2半壊の場合0万円） 

※[応急修理制度][仮設住宅入居]は実質どちらかの選択だが、仮設住宅入居の対象になることが多い。 

  ②解体の場合（R5.4時点）【大規模半壊】【半壊】(全壊と同じ) 

[基礎支援金]50100万円＋[公費解体](無料)＋[加算支援金]建設購入200万円＋[仮設住宅]2年家賃 

Q 分譲マンションについては、応急修理の対象となりますか？  

Ａ 被災世帯の専用部分、及び廊下・階段等の共用部分(当該世帯の持分)が半壊以上であれば対象と
なります。 

無料 

万円 
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差替 
（４）参考サイト：ひさぽ（被災者支援情報さぽーとぺーじ）（永野 海弁護士 法律と防災のページ） 

ひさぽ（被災者支援情報さぽーとぺーじ） - 弁護士永野海 法律と防災のページ (naganokai.com) 
http://naganokai.com/hisapo/   災害後の相談対応の前に、最新情報をご確認願います。 
① 知っておくべき制度のポイント 

・「災害救助法」(基本法)と「被災者生活再建支援法」(適用されない災害もある) の適用、行政独自

の支援制度を確認してください。 

・「罹災証明」の被害認定により、受けられる支援制度が異なります。 

・被災者が申請しないと支援は受けられません。（日本は申請主義） 

●「応急修理制度」と「公費解体」は、同時に利用できません。「仮設住宅入居」は可能な場合あり。 

② 被災者生活再建カード・被災者支援カード・住まいの再建ロードマップ・支援制度のﾊﾟﾀｰﾝ集 

・罹災証明の判定により使える支援制度の組み合わせを、被災者の方とお話しながら相談対応でき

るツール「被災者生活再建カード」を貼って、持ち帰っていただくことができます。   

 

・災害直後、数か月後、その

後と、段階的に活用できる

支援制度が適用されるので

確認ください。 
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差替 

 
 
 
 
 

・単身者の基礎支援金は 
 3/ 4 です。 
・賃借人の方も支援金を 

受けられます。 
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